
２ 　 保育所等における栄養管理の実際「 計画的な食事の提供」
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C hec k ( 評価)

•  喫食量、残食量、満足度調査

•  対象者の健康状態、栄養状態

A c t(改善)： 栄養食事計画の見直し

•  給与栄養目標量、食種、献立等の見直し

D o (実施)： 食事の提供

•  適正な品質管理による食事の提供

•  栄養情報の提供

ȁ ・Ȇݯ ・ˍ ȶǾ ◌ ၑ ◌ၠ  ő Ņ ń ł ・ · σȷͼ

健康・ 栄養アセスメ ント

•  対象者の特性把握

•  食事摂取量評価

P la n（ 計画）

•  給与栄養目標量の設定、見直し

•  提供する食種、方法の決定

栄養計画

•  一定時間の献立作成

•  給与栄養量の算出

食事計画
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　以下は日本人の食事摂取基準（２０２０年度版）をもとに、保育所向けに一部改変して栄養管理
の手順を参考に記してあります。

　給食施設の栄養管理は、国が定める「日本人の食事摂取基準 2025年度版」（令和7
年度～令和11年度 以下「食事摂取基準」という）を活用し、下図の栄養管理サイクル
に基づき運営します。食事摂取基準は5年毎に改定が行われ、数値や内容が見直されて
います。
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参考資料

○児童福祉施設における 「 食事摂取基準」 を活用し た食事計画について

（ 令和２ 年３ 月31日） （ 子母発0331第1号）

（ 各都道府県・ 各指定都市・ 各中核市民生主管部（ 局） 長あて　 厚生労働省子ど も 家庭局母子保健課長通知）

（ 公印省略）

　 「 食事によ る 栄養摂取量の基準」 （ 令和２ 年１ 月21日厚生労働省告示第10号。 以下「 食事摂

取基準」 と いう 。 ） が改正さ れ令和２ 年４ 月１ 日から 適用さ れる こ と に伴い、 「 児童福祉施設に

おける 食事の提供に関する 援助及び指導について」 （ 令和２ 年３ 月31日子発0331第１ 号・ 障発

0331第８ 号厚生労働省子ど も 家庭局長・ 社会・ 援護局障害保健福祉部長連名通知） を発出し たと

こ ろである が、 児童福祉施設における 食事の提供の基本と なる 食事計画について、 下記の事項に

留意の上、 効果的に実施さ れる よ う 、 貴管内児童福祉施設への周知方よ ろし く 御配意願いたい。

　 なお、 本通知の施行に伴い、 平成27年３ 月31日雇児母発0331第1号本職通知「 児童福祉施設に

おける 「 食事摂取基準」 を活用し た食事計画について」 は令和２ 年３ 月31日をも って廃止する 。

　 ま た、 本通知は、 地方自治法（ 昭和22年法律第67号） 第245条の４ 第１ 項の規定に基づく 技術

的助言である 。

記

１ 　 児童福祉施設における 「 食事摂取基準」 を 活用し た食事計画の基本的考え方

（ １ ）「 食事摂取基準」 は、 エネルギーについて、 成人においては「 ボディ ・ マス ・ イ ンデッ ク

ス（ BMI）」、参考と し て「 推定エネルギー必要量」、栄養素については「 推定平均必要量」「 推

奨量」「 目安量」「 耐容上限量」「 目標量」 と いっ た複数の設定指標によ り 構成さ れている

こ と から 、 各栄養素及び指標の特徴を十分理解し て活用する こ と 。

（ ２ ）「 食事摂取基準」 は、 健康な個人及び集団を対象と し、 国民の健康の保持・ 増進、 生活習

慣病の予防を目的と し 、エネルギー及び各栄養素の摂取量の基準を示すも のである 。 よ っ

て、 児童福祉施設において、 障害や疾患を有する など 身体状況や生活状況等が個人によ っ

て著し く 異なる 場合には、 一律の適用が困難である こ と から 、 個々人の発育・ 発達状況、

栄養状態、 生活状況等に基づいた食事計画を立てる こ と 。

（ ３ ）子ど も の健康状態及び栄養状態に応じ て、 必要な栄養素について考慮する こ と 。 子ど も

の健康状態及び栄養状態に特に問題がないと 判断さ れる 場合であっ ても 、 基本的にエネ

ルギー、 たんぱく 質、 脂質、 ビ タ ミ ン A、 ビ タ ミ ン B1、 ビ タ ミ ン B2、 ビ タ ミ ン C、 カル

シウ ム、 鉄、 ナト リ ウ ム（ 食塩）、 カリ ウ ム及び食物繊維について考慮する のが望ま し い。
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（ ４ ）食事計画を 目的と し て「 食事摂取基準」 を 活用する 場合には、 集団特性を 把握し 、 それ

に見合っ た食事計画を 決定し た上で、 献立の作成及び品質管理を 行っ た食事の提供を 行

い、 一定期間ごと に摂取量調査や対象者特性の再調査を 行い、 得ら れた情報等を 活かし

て食事計画の見直し に努める こ と 。 その際、 管理栄養士等によ る 適切な活用を図る こ と 。

２ 　 児童福祉施設における 「 食事摂取基準」 を 活用し た食事計画の策定に

　 　 当たっ ての留意点

（ １ ）子ど も の性、 年齢、 発育・ 発達状況、 栄養状態、 生活状況等を 把握・ 評価し 、 提供する

こ と が適当なエネルギー及び栄養素の量（ 以下「 給与栄養量」 と いう 。） の目標を 設定す

る よ う 努める こ と 。 なお、 給与栄養量の目標は、 子ど も の発育・ 発達状況、 栄養状態等

の状況を踏ま え、 定期的に見直すよ う に努める こ と 。

（ ２ ）エネルギー摂取量の計画に当たっ ては、 参考と し て示さ れる 推定エネルギー必要量を 用

いても 差し 支えないが、 健全な発育・ 発達を 促すために必要なエネルギー量を 摂取する

こ と が基本と なる こ と から 、 定期的に身長及び体重を 計測し 、 成長曲線に照ら し 合わせ

る など 、 個々人の成長の程度を観察し 、 評価する こ と 。

（ ３ ）たんぱく 質、 脂質、 炭水化物の総エネルギーに占める 割合（ エネルギー産生栄養素バラ

ン ス ） については、 三大栄養素が適正な割合によ っ て構成さ れる こ と が求めら れる こ と

から 、 たんぱく 質については 13％～ 20％、 脂質については 20％～ 30％、 炭水化物に

ついては 50％～ 65％の範囲を目安と する こ と 。

（ ４ ）1 日のう ち特定の食事（ 例えば昼食） を 提供する 場合は、 対象と なる 子ど も の生活状況

や栄養摂取状況を 把握、 評価し た上で、 1 日全体の食事に占める 特定の食事から 摂取す

る こ と が適当と さ れる 給与栄養量の割合を勘案し 、 その目標を設定する よ う 努める こ と 。

（ ５ ）給与栄養量が確保でき る よ う に、 献立作成を行う こ と 。

（ ６ ）献立作成に当たっ ては、 季節感や地域性等を 考慮し 、 品質が良く 、 幅広い種類の食品を

取り 入れる よ う に努める こ と 。 ま た、 子ど も の咀
そ

嚼
し ゃく

や嚥
えん

下
げ

機能、 食具使用の発達状況等

を観察し 、その発達を促すこ と ができ る よ う 、食品の種類や調理方法に配慮する と と も に、

子ど も の食に関する 嗜好や体験が広がり かつ深ま る よ う 、 多様な食品や料理の組み合わ

せにも 配慮する こ と 。 ま た、 特に、 小規模グループケアやグループホーム 化を 実施し て

いる 児童養護施設や乳児院においては留意する こ と 。

- 25 -



３ 　 児童福祉施設における 食事計画の実施上の留意点

（ １ ）子ど も の健全な発育・ 発達を 目指し 、 子ど も の身体活動等を 含めた生活状況や、

子ど も の栄養状態、 摂食量、 残食量等の把握によ り 、 給与栄養量の目標の達成度

を評価し 、 その後の食事計画の改善に努める こ と 。

（ ２ ）献立作成、 調理、 盛り つけ・ 配膳、 喫食等各場面を 通し て関係する 職員が多岐に

わたる こ と から 、 定期的に施設長を 含む関係職員によ る 情報の共有を 図り 、 食事

の計画・ 評価を行う こ と 。

（ ３ ）日々提供さ れる 食事が子ども の心身の健全育成にと って重要である こ と に鑑み、 施

設や子ど も の特性に応じ て、将来を 見据えた食を通じ た自立支援にも つながる「 食

育」 の実践に努める こ と 。

（ ４ ）食事の提供に係る 業務が衛生的かつ安全に行われる よ う 、 食事の提供に関係する

職員の健康診断及び定期検便、 食品の衛生的取扱い並びに消毒等保健衛生に万全

に期し 、 食中毒や感染症の発生防止に努める こ と 。

【 ４ 】 非常災害時に対する 備え

　 　 　  災害、 食中毒、 感染症、 事故等、 健康危機管理に備える ため、 平常時から 各施設

　 　  の特性を 考慮し た対策マニュ アルの作成や備蓄の準備が必要です。「 給食施設平常時

　 　  のセルフ チェ ッ ク 表」（ P ２ ７ ） を参考に、 施設の体制整備をすすめま し ょ う 。
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